
インフレスライド条項の手続フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準日時点の出来形数量の確認 

↓ 

残工事量算出 

基準日の設定

およびスライ

ド額協議開始

日の設定 

受注者 青梅市 

スライド協議

の請求 

受領 

備考 

スライド額の

算出 

受領 スライド額の

協議（通知） 

承諾 スライド額の

決定 

スライド額にかかる契約変更 

基準日は、請

求日から起算

して１４日以

内に設定しま

す。（請求日を

基 本 と し ま

す。） 

スライド額が

決定したら原

則として速や

かに契約変更

を行います。 

スライド額協

議開始日の翌

日から起算し

て１４日以内

に協議により

スライド額を

決定します。 

①スラ イド条 項に

もとづ く請求  

受領 

②基準 日・協 議開

始日の 通知  

③スラ イド額 の  

協議  

④スラ イド額 の  

承諾  


